
第１２号 夏期八幡地区市営住宅等除草作業業務委託 説明書 

 

（窓口担当課）都市整備部市営住宅課 

TEL 0748-36-5511 

FAX 0748-33-1356 

１．配布資料    

仕様書、特記仕様書、除草箇所一覧表、除草箇所位置図 

 

２．委託内容 

  （１）委託業務名 第１２号 夏期八幡地区市営住宅等除草作業業務委託 

  （２）委 託 場 所 近江八幡市 八幡町他 

  （３）委 託 内 容 改良住宅空家、空地、浄化槽施設等の除草作業 

  （４）委 託 期 間 契約締結日～令和８年８月７日 

  （５）窓口担当課 都市整備部 市営住宅課 

 

３．質疑応答 

（１） 質疑受付   令和８年５月２６日（火） 

              午前 9時 00分から午後０時 00分（正午）まで（時間厳守） 

質疑がある場合は文書にてご持参いただくか、メールまたはＦＡＸでお願いします。 

■受付場所：都市整備部市営住宅課（安土町総合支所２階） 

              メール：011212@city.omihachiman.lg.jp 

              ＦＡＸ：0748-33-1356 

     ※メールまたはＦＡＸで送付頂く際は、送信した旨を電話にてご連絡ください。 

（２） 質疑回答   令和８年５月 2８日（木） 

（３） 回答場所  近江八幡市ホームページ（下記アドレス）により確認すること。 

https://www.city.omihachiman.lg.jp/riyoushabetu/jigyousha/nyusatsu/index.html 

４．一般事項 

（１） 委託場所の確認が必要な場合は、入札日までに実施してください。 

（２） 委託業務に関して、軽微な変更は設計変更の対象としません。 

（３） 入札については、公平を期すため疑わしい行為は絶対行わないでください。 

https://www.city.omihachiman.lg.jp/riyoushabetu/jigyousha/nyusatsu/index.html

